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職場における非正規労働者の活用とキャリアに関する調査 

～ご協力のお願い～ 

 

 

拝啓 

仲秋の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

バブル経済が崩壊してから20年、職場の様相が様変わりしました。非正規労働者が約３割を占める

ようになり、中でも派遣社員や契約社員といったフルタイムで働く非正規労働者が増加の傾向にあり

ます。このうち多くの人が20～30歳代という若年期であることを考えれば、職場での活用方法や働き

方が今後のキャリアに大きな影響を与え、ひいては将来の日本経済にも大きな影響を与えると考えら

れます。 

我々の研究では、このような考えのもと、どのような職場でどのように非正規労働者が活用されて

いるのか、キャリアを伸ばすヒントは何なのかを調査、分析することになりました。本調査を実施す

る独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）は、厚生労働省所管の研究所であり、労働政策

の立案や労働政策の効果的な推進に寄与することなどを目的として、国内外の労働事情や労働政策に

ついて総合的な調査・研究を実施しております（当機構のホームページは http://www.jil.go.jp/です）。 

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮ですが、別紙の質問内容を参考の上、ヒアリング調査にご

協力いただけますと幸甚に存じます。 

敬具 

2012 年 10 月  
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職場における非正規労働者の活用とキャリアに関する調査 

◆質問内容（概要）◆ 
 

○ 貴事業所で人事労務管理を担当されている方、正社員以外の人（契約社員、パート・アルバイ

ト、派遣、請負社員）の活用などについて熟知されている方のお話を伺う機会をいただけます

と有り難く存じます。 
○ 調査の際には、音声録音をさせていただきます。原稿を書く際に執筆者がヒアリング内容を確

認するために使うもので、その内容が外部にもれることは一切ありません。 
○ 参考資料として、御社、貴事業所に関する資料、組織概要に関する資料などがございましたら

いただけますと幸甚です。 
○ 報告書を公表する際には、社名などの固有名詞は記号化し匿名といたします。事前に執筆原稿

をご覧いただき、ご承諾をいただいてから公表いたします。 
 

１. 貴事業所で働いている正社員以外の人（①契約社員 ②パート・アルバイト ③派遣社員 ④

請負社員：貴事業所内に勤務している者）について下記の事項を教えて下さい。 

 

(1) 仕事内容 

・主な仕事はどのようなものですか。 

・仕事の評価はどのように行われますか。 

・正社員と非正社員との仕事内容の差異はありますか。 

 

(2) 教育訓練、能力開発 

・どのような研修がありますか。 

・仕事を遂行するにあたり、どのように OJT を行いますか。 

 

(3) 契約管理 

・採用管理、契約更新の権限はどの部門が持っていますか。 

 

(4) 社員登用 

・正社員に登用したこれまでの実績と手順を教えて下さい。 

・実際に登用した方はどのような方ですか。（職種、雇用形態、年齢、性別等） 

・正社員登用制度がありますか。制度としてある場合、導入の背景について教えて下さい。 

 

２．貴事業所の正社員について、下記の事項について教えて下さい。 

(1) 貴事業所には総合職以外の正社員はいますか。 

(2) 正社員の賃金・人事評価制度の概要について教えて下さい。主に、賃金と年齢や勤続との関連

性、成果業績との関連性はどのようになっていますか。 

(3) 中途採用する方はどのような方ですか（職種、雇用形態、年齢、性別等）。格付けする際の基

準はどのようなものですか（年齢、職種、前職の経験等）。 

 

３．御社、貴事業所の今後の職場の人材活用に関しての方針を教えて下さい。 

以上 
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職場における非正規労働者の活用とキャリアに関する調査（事前記入票） 
 

F1. 現在の貴事業所の人数を、雇用形態別にお答えください。また、「(2)現在の過不足状況」、「(3)過去 3年の

変化」「(4)今後 3年の見込み」をお答えください。（○はそれぞれ 1つ） 

 
(1)現在の

従業員数 

(2)現在の過不足状況 (3)過去 3 年の変化 (4)今後 3 年の見込み

過剰で 

ある 

適当で

ある
不足

もともと

いない

増え

た 

変わら

ない 

減っ

た 
増える 

変わら

ない 
減る

正社員 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

嘱託社員(注 1) 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

契約社員(注 2) 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

パート・アルバイト 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

派遣社員 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

請負会社の社員(注 3) 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

その他（     ） 人 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

(注 1) 定年退職者等を一定期間再雇用する目的で雇用契約した者 
(注 2) 特定職種に従事し、期間を定めて雇用する者 

(注 3) 業務請負会社との契約により、貴事業所で働いている者 

 

F2. 下記の内容について雇用形態別にお答えください。賃金については、時間、日、月あたりで回答しやすい

ものに○をして、その額をご記入ください。 

勤
続
期
間 

一般的な勤続期間 

＊月数あるいは年数  
勤続期間が長い人の例 

＊月数あるいは年数  

 契約社員 パート・ 
アルバイト 

派遣社員 

賃
金 

平均額 

＊派遣社員は派遣料金でお答え下さい。 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

最高額 

＊同上 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

最低額 

＊同上 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円 

1. 1 時間あたり 

2. 1 日あたり 

3. 1 ヵ月あたり 

（       ）円

賞与（年間） 円 円 

規定の労働時間（１日あたり） ． 時間 ． 時間 ． 時間

平均的な雇用契約期間 ヵ月 ヵ月 ヵ月

貴社名／事業所名 
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F3. 貴事業所において、この 3年間で社員に登用された実績をお答え下さい。 

  登用後の雇用形態 

正社員 契約社員 パート・ 
アルバイト 

登
用
前
の
雇
用
形
態 

契約社員 
人  

パート・アルバイト 
人 人 

派遣社員 
人 人 人

 

F4. 正社員に登用された方の最初の月給（税・社保込み）は、平均して概ねいくらぐらいでしたか。また、賞

与等も含めた最初の年の収入（税・社保込み）はいくらぐらいになりますか。 

【月給】 約（  ）万 （  ）千円   回答例 約（  16）万（  5）千円 

【年収】 約（  ）万円      回答例 約（  260）万円 

 

F5. 正社員に登用された方の、当時の年齢はいくつぐらいですか。（○はいくつでも） 

1. 20 歳未満 2. 20～24 歳 3. 25～29 歳 4. 30～34 歳 5. 35～39 歳 

6. 40～44 歳 7. 45～49 歳 8. 50 歳代 9. 60 歳以上 

 

F6. 正社員についてお伺いします。貴事業所には、いわゆる総合職以外の正社員はいますか。 

1. いる  2. いない 

  ↓ 

付問 具体的には、どのような名称（呼称）ですか。いわゆる総合職とは何が異なりますか。 

 

 

 

 

 

F7. 正社員の賃金（年収）を年齢別でみた場合、おおよそ幾らぐらいで推移しますか。総合職とそれ以外の正

社員に分けてご記入ください。 

 総合職 総合職以外 

新卒 （     ）～（    ）万円 （     ）～（    ）万円 

25 歳 （     ）～（    ）万円 （     ）～（    ）万円 

35 歳 （     ）～（    ）万円 （     ）～（    ）万円 

45 歳 （     ）～（    ）万円 （     ）～（    ）万円 

55 歳 （     ）～（    ）万円 （     ）～（    ）万円 

 

F8. 正社員以外の社員の人件費や要員管理をしている部門はどこになりますか。 

回答例） 契約社員、パートアルバイト：事業所の人事担当  派遣社員、請負社員：購買部 

 

 

回答例） 一般事務職：内勤で総合職の補助的業務が中心。主に女性。 地域限定職：異動の地域が限られている。 
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